
Copyright © Sompo Risk Management & Health Care Inc. All rights reserved. 

環境コンプライアンス、法令順守徹底のための 

環境法令順守評価支援 

環境法令順守は最低限実施しなければならない環境対策 

 環境関連の法令は多種多様なものが制定されており、昨今、地球温暖化や廃棄物、化学物質管理に関
する法令は、新規制定や改正がなされ、規制内容が厳格化される傾向にあります。 
 これらの環境法令の情報を確実に把握し、対応することが組織のコンプライアンス上重要ですが、最新
情報の調査と適用義務の理解に時間を要し、負担となることが多いようです。 
 環境法令の情報収集、法令の理解、具体的な対応を行う担当者には一定のスキルが必要となります。
前任者の異動や退職等で、この環境法令対応のノウハウが十分に継承されない、または他業務と兼務で
あるため、環境法令対応だけに時間を割けないと、「環境法令の新規制定を知らなかった」「条文や解説
資料を見ても規制対象となるのかどうかがわからない」「具体的な対応事項がわからない」という状況にな
ることが多いようです。 

環境法令順守評価支援の概要 

 当社では環境法令の情報収集を定期的に行っており、環境法令の最新情報の提供、環境法令の適用
対象となるかどうかの助言、対応ノウハウを提供し、環境法令順守管理を支援します。 
 お客さまの実態を確認した上で、「お客さまに特化した」、必要な情報を絞り込んで情報提供し、具体的
な対応方法の助言を含めた順守評価支援を実施します。 

環境法令順守はコンプ
ライアンス上、重要！ 

法令順守は実施できて
いて当たり前！ 

経営層 

どうやって環境法令の
最新情報を把握する？ 

法令の内容はうちに関
係するの？ 

担当者 

具体的にやらなければ
ならないことは何？ 

「環境法令順守は重要」という認識はあるが、実務対応の難しさや 
ノウハウ継承等の課題への対応が、環境法令管理実務の難しいところ。 
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環境法令順守評価支援の流れ 

調査報告書、情報提供レポート 

項 目 概 要 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 

① 調査対象環境法令の決定 
環境法令の確認範囲を協議の上決定
し、調査・評価対象を定義します。 

② 関連文書類の調査 
お客さまの業務実態や環境法令の適
用状況等の現状を把握するために、関
連文書類の確認を行います。 

③ 実地調査・ヒアリング 
②の文書類の調査結果を踏まえ、環境
法令の順守状況に関する実地調査とヒ
アリングを行います。 

④ 調査報告書の取りまとめ 
①～③の結果を報告書として取りまと
め、調査結果と対応が必要な事項、課
題等をご報告します。 

⑤（オプション）改善結果の確認 
前項④で対応が必要な事項、課題とし
て取り上げられた事項について、一定
期間後に改善結果の確認を行います。 

⑥ 環境法令の情報提供、問い合わせ対応 
定期的に環境法令の新規制定・改正
情報を提供し、メール・電話でのお問い
合わせを受け付け、回答します。 

情報提供は3か月に１回 

メール・電話での問い合わせ対応は適宜 

 環境法令順守評価支援は、以下の流れで実施します。 
 調査対象とする環境法令を協議の上決定し、各種届出報告や環境法令管理に関する文書類等を調査
し、実地確認とヒアリングにより現状の環境法令管理の状況を確認します。結果として、現状の課題と対
応事項について調査報告書で取りまとめご報告します。（下表①～⑤） 
 また、調査結果を踏まえてお客さまに関連する環境法令に関して、定期的に環境法令等の新規制定・
改正情報をご提供します。また、不明事項等があった場合の、メールや電話の問い合わせ対応も随時受
付、回答・助言をご提供します。 

環境法規制等の参考情報　（2014年4月～6月）
1.改正前情報 作成：損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社　　　作成日：2014年8月5日

No. 概要 参考URL

2.その他 動向など

No. 概要 参考URL

2014年度夏季の電力需給対策について（概要）2014
年5月16日電力需給に関する検討会合

スマートライフジャパン！節電キャンペーン

2

地球温暖化防止活動の一環として、"「移動」を「エコ」に。"をテーマに、エコで賢い移動方法を選択し、CO2 排出量の少ない「移動」を推進する「smart move（スマート・ムーブ）」キャンペーンを展
開している。

【smart moveが推進する５つの取組】
①電車、バス等の公共交通機関の利用
②自転車や徒歩での移動の推奨
③エコドライブの推奨、エコカーへの乗り換え
④エコ旅行やエコ出張等の実施
⑤カーシェアリング、コニュニティサイクル等の利用促進

地球温暖化防止国民運動 「移動」を「エコ」に。 smart
move（環境省）

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の
確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関
係省令改正案等に対する意見の募集（パブリックコメ
ント）について」
（2014.5.30 環境省 報道発表資料）

1

項目

「スマート・ムーブ～「移動」を「エ
コ」に。～」キャンペーン
［環境省］

項目

2014 年度夏季の電力需給は、東西融通を行わない場合、中部及び西日本全体の予備率は2.7％となり電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3％を下回る見込みであり、電力需給は非常
に厳しい見通し。特に関西電力管内は1.8％、九州電力管内は1.3％と特に厳しい見通しである。

【2014年度夏季の電力需給対策】
①全国（沖縄電力管内を除く）で「数値目標を伴わない」一般的な節電の協力を要請。（「節電・省エネ集中実施月間（7月～9月）」の設定、改正省エネ法による電気需要平準化対策の確実な実施
など）
昨年よりも厳しい電力需給状況が見込まれる中部及び西日本では、節電・省エネ診断事業の集中実施や自家発電設備を増強等を行う事業者への補助など追加対策が講じられる。
②必要に応じて、数値目標付きの節電協力要請を含む、更なる追加的な需給対策を検討。

2014年度夏季の電力需給対策
［環境省］

1

改正フロン法の基本方針案等を
公表
［環境省］

※2013年度第4四半期「環境法
規制等の新規制定・改正情報」
の追加情報

環境省は地球温暖化対策の強化を狙った改正フロン法（フロン類使用合理化管理適正化法）に基づく指針案などを公表した。本改正法は、現行法の規定に加えて、第一種特定製品の整備時に
おけるフロン類の充塡行為の適正化を目的としている。全面施行は平成27年4月を予定。

※以下、対応が必要となる可能性のある項目を抜粋
●第一種特定製品の管理者
第一種特定製品の管理者とは「フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者」（改正法第２条第８項）
通常、製品の所有者。（リース・レンタル契約、テナントの場合は、所有権の有無にかかわらず、実質的に管理等の責任を有する者とする。）

●第一種特定製品の管理者に対する勧告・命令対象となる要件
エアコンディショナー、冷蔵機器および冷凍機器それぞれ定格出力7.5kW以上の機器を1台以上所有する事業者

●第一種特定製品の管理者に関わる具体的内容
①管理第一種特定製品の点検
　a. 全ての管理第一種特定製品の点検（簡易定期点検）        　             　…　四半期に1回以上
　b. 一定規模以上の管理第一種特定製品の点検（定期点検）
　　・エアコンディショナーのうち、定格出力が50kW 以上のもの　　　　 　　 　　…　1年に1回以上
　　・エアコンディショナーのうち、定格出力が7.5kw 以上50kW 未満のもの  　…　3年に1回以上
　　・冷蔵機器及び冷凍機器のうち、定格出力が7.5kW 以上のもの　 　　  　  …　1年に1回以上
②管理第一種特定製品の整備記録の作成
③管理第一種特定製品からのフロン類の漏えい時の処置
④フロン類算定漏えい量の報告
　毎年度7月末日までに報告書を提出。（対象期間は4月1日から翌年3月31日までの期間）

環境法規制等の新規制定・改正情報　（2014年4月～6月） 作成：損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社　　　作成日：2014年8月5日

No. 法規制 制定・改正日 制定・改正内容　概要 制定・改正による対応事項 参考URL

「大気汚染防止法の一部を改正す
る法律案の閣議決定について」
（2013.3.29 環境省 報道発表資料）

「大気汚染防止法施行令の一部を
改正する政令」等の閣議決定及び
意見募集の結果について
（2014.5.9 環境省 報道発表資料）

2

大気汚染防止法施行規
則の一部を改正する省令
（平成26年環境省令第16
号）

公布日：平成26年05月07日
施行日：平成26年06月01日

（上記№1 の）『大気汚染防止法の一部を改正する法律』（平成25年法律第58号）の具
体的な内容について下記の細目が定められた。
（１） 特定粉じん排出等作業の実施の届出の添付書類に記載する事項
（２） 特定工事に該当しないことが明らかな建設工事
（３） 解体等工事に係る説明の時期
（４） 特定工事に係る説明の事項
（５） 作業基準

<石綿使用の可能性がある建築物の所有者の対応事項>
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（特定工事）を実施する際の都道府県知
事への届出に添付する書類に記載する事項が一部変更となっている。提出する
際は変更後の書式を使用すること。(施行規則 第10 条の4)

（ご参考）届出の変更箇所

①注文者の氏名又は名称 を削除

②届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所 を削除

③特定工事の施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 を規定

「大気汚染防止法施行規則の一部
を改正する省令」の公布及びそれに
対する意見の募集（パブリックコメン
ト）の結果について
（2014.05.07 環境省 報道発表資
料）

3

大気汚染防止法施行規
則の一部を改正する省令
（平成26年環境省令第15
号）

公布日：平成26年05月14日
施行日：平成26年06月01日

（上記№1 の）『大気汚染防止法の一部を改正する法律』（平成25年法律第58号）にお
いて、特定粉じん排出等作業（吹付け石綿等が使用されている建築物を解体・改造・補
修する作業）を伴う建設工事の工事発注者・自主施工者・工事受注者(元請)・工事施
工者に対する都道府県知事等による立入検査等の対象拡大が行われたが、その具体
的な内容が定められた。

<石綿使用の可能性がある建築物の所有者の対応事項>
工事発注者は環境大臣又は都道府県知事より特定粉じん排出等作業に関する
報告または立ち入り検査を求められた場合には、対応する必要がある。

（ご参考）具体的な報告事項等

特定粉じん排出等作業に関する情報提供(施行令 第12 条)

①特定粉じん排出等作業の種類

②特定粉じん排出等作業の実施の期間

③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類、その使用箇

所・使用面積

④特定粉じん排出等作業の方法

⑤特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図、付近の状況

⑥特定粉じん排出等作業の工程を明示した工事の工程の概要

⑦工事施工者の現場責任者の氏名、連絡場所

⑧下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の、当該下請負人の現場責任者の氏名、連絡

場所
⑨当該工事が特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（特定工事）に該当するか否かについての調査

「大気汚染防止法施行規則の一部
を改正する政令」等の閣議決定及び
意見募集の結果について
（2014.05.09　環境省 報道発表資
料）

1

大気汚染防止法の一部
を改正する法律（平成25
年法律第58号）

※2013年度第1・4四半期
「環境法規制等の新規制
定・改正情報」の再掲

公布日：平成25年06月21日
施行日：平成26年06月01日

◆解体現場での石綿飛散防止対策の強化
（１） 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更
石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を､工事施工者から発注者に変更
し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。 （第18条の15第1項関係）

（２） 解体等工事の事前調査の結果等の説明等
解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果
等の説明を義務付けるとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければな
らない。（解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを
除く。）（第18条の17）

（３） 報告及び検査の対象拡大
都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の
対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。 （第26条第1項関係）

※『大気汚染防止法の一部を改正する法律』の施行日が平成26年6月1日と定められ
た。

※石綿が使用されている建築物を保有する場合のみ該当。
<石綿の飛散を伴う解体等工事を発注する場合の対応事項>
●特定工事開始前の届出
工事開始日の14日前までに都道府県知事に届出を行う。

●解体等工事に係る調査および説明等
・受注者が行う解体等工事が特定工事に該当するかの調査結果を書面で説明を
受ける。※書面の記載事項は環境省令で規定
・前述の調査結果を解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示す
る。
・受注者が行う調査費用を負担し、調査に協力する。

●解体等工事に係る報告および検査
都道府県知事等より、以下の要請があった場合は対応する。（第２６条第１項関
係）
・解体等工事に係る建築物等の状況等の報告
・解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場への立ち入り
・解体等工事に係る建築物等の検査

 環境法令対応の調査報告書、新規制定・改正に関する情報提供レポートを定期的にご提供します。お
客さまの実態に合った、関係する可能性のある環境法令等に焦点をあてて、要求事項の内容をわかりや
すく解説し、具体的な対応方法を明記したレポートをご提供します。 


